
規

則 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
四
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則 

 

（
山
岳
の
区
域
） 

第
一
条 

埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
業
務
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
条
例

第
五
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
山
岳
の
区
域
（
第
三
条
第
一
項

に
お
い
て
「
山
岳
区
域
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
手
数
料
の
納
期
限
） 

第
二
条 

条
例
第
十
条
第
一
項
の
手
数
料
（
次
条
に
お
い
て
「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
の
納
期
限

は
、
消
防
防
災
課
長
が
定
め
る
。 

 

（
手
数
料
の
減
免
） 

第
三
条 

条
例
第
十
条
第
二
項
の
災
害
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る 

 

と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
緊
急
運
航
に
よ
る
救
助
を
受
け
た
登
山
者
等
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該 

 

当
す
る
場
合
と
す
る
。 

一 

山
岳
区
域
内
に
立
ち
入
っ
た
後
に
発
生
し
た
地
震
そ
の
他
の
自
然
災
害
に
起
因
し
て
遭
難 

 

し
た
者
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合
（
知
事
が
、
気
象
業
務
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年 

 

政
令
第
四
百
七
十
一
号
）
第
四
条
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
予
報
又
は
警
報
等
に
よ
り
、
当 

 

該
自
然
災
害
の
発
生
を
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
者
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
く
。
） 

二 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 

扶
助
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
場
合 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
類
す
る
場
合
と
し
て
知
事
が
認
め
る
場
合
そ
の
他
手
数
料
を
減 

 

額
し
、
又
は
免
除
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
場
合 

２ 

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

別
記
様
式
の
手
数
料
減
免
申
請
書
に
手
数
料
の
減
額
又
は
免
除
を
求
め
る
理
由
を
証
明
す
る
書

類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
そ
の
必
要
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
委
任
） 

第
四
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
埼
玉
県
防
災
航
空
隊
の
緊
急
運
航
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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別
表
（
第
一
条
関
係
） 

 

一 

小
鹿
野
二
子
山
西
岳
中
央
峰
山
頂
（
北
緯
三
十
六
度
四
分
十
一
秒
東
経
百
三
十
八
度
五
十 

 
 

一
分
四
十
九
秒
の
地
点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 

二 
両
神
山
山
頂
（
北
緯
三
十
六
度
一
分
二
十
四
秒
東
経
百
三
十
八
度
五
十
分
二
十
九
秒
の
地 

 
 

点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 

三 

甲
武
信
ヶ
岳
山
頂
（
北
緯
三
十
五
度
五
十
四
分
三
十
二
秒
東
経
百
三
十
八
度
四
十
三
分
四 

 
 

十
四
秒
の
地
点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 

四 

日
和
田
山
南
麓
の
男
岩
（
北
緯
三
十
五
度
五
十
三
分
二
十
八
秒
東
経
百
三
十
九
度
十
八
分 

 
 

十
四
秒
の
地
点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
百
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 

五 

笠
取
山
山
頂
（
北
緯
三
十
五
度
五
十
一
分
五
十
五
秒
東
経
百
三
十
八
度
四
十
九
分
十
二
秒 

 
 

の
地
点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 

六 

雲
取
山
山
頂
（
北
緯
三
十
五
度
五
十
一
分
二
十
秒
東
経
百
三
十
八
度
五
十
六
分
三
十
八
秒 

 
 

の
地
点
を
い
う
。
）
か
ら
の
水
平
距
離
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
区
域 

 
 

 



別記様式（第３条関係） 

手数料減免申請書 

 

 

年  月  日  

 

 

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

 

申請者 

  住所 

  氏名 

 

 

  埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例第１０条第２項の規定により、 

下記のとおり手数料の減額（免除）を申請します。 

 

記 

 

 １ 救助された年月日 

 

 

 ２ 救助された山岳の区域 

 

 

 ３ 減額（免除）の理由 

 

 

 

 

 

 備考 上記の理由を証明する資料を添付してください。 


